
議   第  １６７  号 

令和 ７ 年 ９ 月 １ 日提出 

 

   熊本市職員定数条例の一部改正について 

 

 熊本市職員定数条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員定数条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員定数条例（昭和２４年告示第１２２号）の一部を次のように改正する。 

 

 第２条第９号中「９０人」を「２４０人」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  交通局の会計年度任用職員である電車運転士等の処遇の見直しに伴い、職員の定

数の変更をするため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 

資料交-１ 
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熊本市職員定数条例（昭和２４年告示第１２２号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

（定義） （定義） 

第１条 この条例において「職員」とは、本市の常勤の職員で一般職に属する

もの（臨時の職に任用される職員（次条第５号に掲げる職員にあっては、臨

時の職員）を除く。）をいう。 

第１条 この条例において「職員」とは、本市の常勤の職員で一般職に属する

もの（臨時の職に任用される職員（次条第５号に掲げる職員にあっては、臨

時の職員）を除く。）をいう。 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 市長事務部局の職員 ４，０００人 (1) 市長事務部局の職員 ４，０００人 

(2) 議会の事務局の職員 ３０人 (2) 議会の事務局の職員 ３０人 

(3) 選挙管理委員会の職員 １４人 (3) 選挙管理委員会の職員 １４人 

(4) 監査委員の事務局の職員 ２０人 (4) 監査委員の事務局の職員 ２０人 

(5) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 ４，６６５人 (5) 教育委員会の事務局及び学校その他の教育機関の職員 ４，６６５人 

(6) 人事委員会の事務局の職員 １６人 (6) 人事委員会の事務局の職員 １６人 

(7) 消防職員 ８７０人 (7) 消防職員 ８７０人 

(8) 農業委員会の職員 ３５人 (8) 農業委員会の職員 ３５人 

(9) 交通局の職員 ２４０人 (9) 交通局の職員  ９０人 

(10) 上下水道局の職員 ４２０人 (10) 上下水道局の職員 ４２０人 

(11) 病院局の職員 ８４０人 (11) 病院局の職員 ８４０人 

（職員の定数の配分） （職員の定数の配分） 

第３条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任

命権者が定める。 

第３条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任

命権者が定める。 

第４条 【略】 第４条 【略】 

附 則 【略】 附 則 【略】 
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   附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 



熊本市職員定数条例の改正について

■概要

交通局総務課
総務局人事課

熊本市電は、100年もの間、市民の方々の日常生活や経済活動を支えてきた移動手段であり、現在も熊本都市
圏の基幹公共交通軸を担っている。その熊本市電が市民の方々の信頼を取り戻し、安全・安心で持続可能な公
共交通機関として再生するため、令和7年6月に「熊本市電再生プロジェクト」を立ち上げ、「市電再生タス
ク・フォース」を中心に、交通局のすべての分野の抜本的見直しを行っている。
そのうち、安全運行の根幹を支える「乗務員の処遇改善」は、重要かつ喫緊に対応すべき課題であることか

ら、市電再生への第1歩として、令和8年4月から上下分離移行までの間、乗務員を交通局の正規職員（常勤職
員）として採用することとし、その採用に向け、熊本市職員定数条例の改正を行うもの。

■改正内容

交通局の職員 ９０人 ２４０人 （＋１５０人）
※現在会計年度任用職員である運転士等を正規職員とする人数

■積算内訳（正規職員化を想定）

R7.7.1現在 増員 合計

運転士 ７２人 ＋４６人 １１８人

車掌 １０人 ＋２２人 ３２人

合計 ８２人 ＋６８人 １５０人

■今後のスケジュール

令和７年第三回定例会で熊本市職員定数条例を改正し、令和８年４月の採用に向けて準備を行っていく。

■増員の詳細

○運転士
・勤務体系の改善（時間外勤務の削減、予備勤務 等）
・減便したダイヤの回復

○車掌
・多両編成車両の増車


